
 

2022年 12月 27日 

お客さま各位 

 

敦 賀 信 用 金 庫 

 

 

カードローン「きゃっする」の契約規定等改定のお知らせ 

 

 

平素より敦賀信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

この度、当金庫では 2023年 2月 1日より、信金ギャランティ株式会社保証付

カードローン「きゃっする」の契約規定等を改定いたします。 

なお、改定後の規定等は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用

されますので、予めご了承ください。 

 

記 

 

1. 改定日 

2023年 2月 1日（水） 

 

2. 改定を行う契約規定等 

(1) カードローン契約規定［新旧対照表：PDF］ 

(2) 保証委託約款［新旧対照表：PDF］ 

 

3. 主な改定事項 

(1) 新規貸越の停止条件の変更 

(2) 期限の利益喪失条件の変更 

(3) 民法改正に合わせた表現方法の変更 

 

以 上 

 

 

【本件についてのお問い合わせ先】 

敦賀信用金庫 融資部 

0770-22-9432 

福井県敦賀市本町１丁目１１番７号 

https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/pdf/loan_keiyaku221227.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/pdf/card_itaku221227.pdf

